
事案書（■経営会議  □調整会議）      

開催日：平成２６年 ８月２６日（火）  

 担当課：健康福祉部 高齢福祉課 

件  名：（仮称）大和市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

提出理由：第３次一括法の施行により、介護保険法が一部改正されたことに伴い、（仮称）大和市

地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例を制定するにあたり、

その内容について了承を得るため 

内  容： 

１．背景等 

・地域包括支援センターは、介護保険法第 115条

の 46 に基づき、地域住民の保健医療の向上及

び福祉の増進を包括的に支援することを目的

に設置されている。 

・同センターの設置者は、包括的支援事業の実施

にあたって、厚生労働省令（以下、「省令」と

いう。）で定める基準を遵守しなければならな

いとされている。 

・平成 26 年 4 月に「地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」（以下、「第 3次一括法」

という。）が施行された。 

・これにより、介護保険法が改正され、包括的支

援事業に関する基準について、市町村の条例で

定めることとされた。 

・経過措置として、平成 26 年 4 月 1 日以降、各

市町村において条例が定められるまでの最長

一年間は、省令で定める基準を市町村の条例と

みなせることとなっている。 

・なお、運営の詳細に関しては、国の通知や大和

市地域包括支援センター運営方針及び大和市

地域包括支援センター事業実施要綱等で定め

られており、必要に応じて大和市地域包括支援

センター運営協議会の意見を踏まえながら指

導を行っている。 

 

２．条例制定についての考え方 

・条例の制定にあたっては、省令に従うべき基準

と参酌すべき基準が定められている。 

 
・参酌すべき基準については、これまでも省令で定
める基準に基づき運営を行ってきたが、特段の問
題は生じてこなかったことから、省令で定める基
準をそのまま市条例として規定する。 

 

３．条例の主な内容 

(1)職員に関する基準及び職員の員数 

・1 つの地域包括支援センターにつき、保健師、

社会福祉士、主任介護支援専門員を一人ずつ配

置しなければならない。 

(2)運営に関する基準 

・3 職種が協働し、高齢の方の状況や環境等に応

じて、必要な援助等を利用できるように導き、

可能な限り、住み慣れた地域において自立した

日常生活を営むことができるようにしなけれ

ばならない。 

・地域包括支援センター運営協議会の意見を踏ま

え、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。 

 

４．県内各市の状況 

(1)独自基準を定める市：1市 

 川崎市 

 ※職員数の規定を上乗せするもの 

(2)省令どおりとする市：9市 

 横浜市、相模原市、横須賀市、小田原市、厚木市、

茅ヶ崎市、海老名市、綾瀬市、大和市 

(3)検討中の市：9市 

 平塚市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、伊勢原市、 
三浦市、秦野市、座間市、南足柄市 

経  過 

H18.14 介護保険法改正により包括的支援事業

開始 

H25．6  第 3次一括法公布 

H26．4  第 3次一括法施行 

今後の予定 

H26. 8  地域包括支援センター運営協議会への諮問 

H26. 9  市民意見公募手続の実施 

H26.12 議案上程 

H27. 4 条例施行 

 


